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Ⅰ 財政計画の意義・目的

１ 財政計画策定の意義

平成30年9月公表の月例経済報告（内閣府）によれば、「景気は、緩やかに回復」

しており、先行きについても、「雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策

の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される」としている。

一方、国及び地方公共団体の長期債務残高は増加傾向にあり、平成30年度末に

は1,107兆円と、対GDP比２倍に迫る見込みとなっている。

経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年6月15日閣議決定）では、地方

の財政運営に必要となる一般財源の総額について、2021年度までは2018年度地方

財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされている。しか

しながら、財政健全化目標として、「経済再生と財政健全化に着実に取り組み、

2025年度の国・地方を合わせたプライマリー・バランス黒字化を目指す。」、「債

務残高対GDP比の安定的な引下げを目指すことを堅持する。」ことを掲げており、

今後の財政健全化に向けた国の動向を注視する必要がある。

現在の本市財政は、市税収入の大幅な増加が見込めないなか、少子高齢化に対

する経費や公債費が増加しつつあり、今後も厳しい財政運営が見込まれる。

こうした中にあって、市政運営においては、市民ニーズに的確かつ迅速に対応

しつつ、継続的かつ安定的な行政サービスを提供していくためには、財政状況を

的確に捉えた健全な財政運営を行っていく必要がある。

これらのことから、将来的に持続可能な行財政基盤を確立するために、中期的

な視点に立った財政計画を策定するものである。

２ 財政計画策定の目的

(1)中期的な財政収支の見通しを立て、将来の財政運営の健全性を確保するため
の方策（目標等）を明らかにする。

(2)総合計画実施計画の策定や翌年度予算編成における指針とする。
(3)市民・職員等に対する財政状況の提供手段の一環として位置付ける。

Ⅱ 計画策定の基本的な考え方

１ 計画期間

計画策定期間は、現下の流動的な社会状況等から中期計画とし、平成 31 年度

から平成 35 年度までの５年間とする。

２ 会計単位

財政計画策定の会計単位は一般会計又は普通会計の２種類が考えられるが、本

市では当該計画を予算編成時に活用することとしていることなどから、一般会計

を会計単位とする。
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３ 計画の見直し

計画の見直しは、毎年度、情勢の変化等を踏まえて修正し、当該年度以降５年

間の計画を策定する。なお、策定時期については、総合計画実施計画の策定や翌

年度予算編成における指針としての役割を有することを考慮し、翌年度予算編成

に先立って策定するものとする。

Ⅲ 本市の財政状況について

１ 主な歳入の状況

(1)市税の状況
歳入の根幹である市税収入は、平成 29 年度決算では、前年度比 1.7％、約９

億 4,100 万円の増加となった。主な要因としては、たばこ税が約１億 900 万円

の減となったものの、個人市民税が約４億 200 万円の増、固定資産税が約３億

3,600 万円の増となったことなどによる。

なお、平成 30 年度当初予算の市税収入は、個人市民税、法人市民税の増等に

より、前年度当初予算対比で 0.2％、約 1億 2,300 万円の増を見込んでいる。

近年の傾向としては、緩やかな増加傾向にある。

(2)地方交付税の状況
地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国

民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するための制度で、地

方の固有財源であるとされている。

平成 29 年度決算では、前年度比 12.0％、約１億 9,800 万円の減少となった。

要因としては、特別交付税が約 400 万円の微増であったものの、普通交付税が

約２億 200 万円の減となったことによる。

近年の傾向としては、景気の緩やかな回復基調を反映した基準財政収入額の

増等により、普通交付税は減少傾向にある。

◎ 一般財源の状況

財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源を「一般財源」

といい、主に「市税」、「譲与税・交付金等」、「地方交付税等」が該当する。

平成 29 年度決算額は、約 662 億 1,600 万円で、前年度比 2.2％増となってい

る。主な要因としては、地方譲与税や地方交付税が減となったものの、市税、

地方消費税交付金等が増になったことによる。平成 20 年度決算額と比較する

と約 58 億 5,400 万円、9.7％の増加となっている。

近年の傾向としては、緩やかな増加傾向にある。

(3)国庫支出金・県支出金の状況
国庫支出金及び県支出金は、特定の事務事業に対し、公益性があると認め、

その事業の実施に資するため、相当の反対給付を受けないで交付する給付金で

あるとされている。
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平成 29 年度決算では、国庫支出金は臨時福祉給付金給付事業に係る国庫補

助金等が減となったが、施設型給付費等負担金（保育所等）や社会資本整備総

合交付金（道路整備分）等が増となったことにより、前年度比約 9億 7,800 万

円の増加となっている。

また、県支出金は障害者自立支援給付費負担金や地域密着型サービス等整備

助成事業費等補助金等の増により、前年度比約６億600万円の増となっている。

国庫支出金及び県支出金は、国や県の施策の影響を受けるが、近年の傾向と

しては、国や県からの収入が充てられる扶助費の増加の影響により、全体的に

増加傾向にある。

(4)市債の状況
市債は、資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を

越えて行われるものである。特に、公共施設の建設事業等を実施する際には、

一時的に財政負担を生じるが、市債を活用することで年度間の負担の均衡を図

るという機能も有している。

本市では、道路・橋りょうの新設改良や施設整備等を行う際の財源の一部と

して市債を活用している。この他、普通交付税の一部を振り替える臨時財政対

策債など、国の政策等により発行する市債もある。

平成 29 年度決算額は、菅間第二学校給食センター施設整備事業債等により

約 10 億 7,700 万円の増加となっている。

市債は、市債を活用する投資的経費の増減により、各年度で大きく変動する。

一般会計歳入決算の推移（平成 20 年度、平成 25 年度～平成 29 年度）

（単位：百万円）

＊譲与税・交付金等：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税

交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金

＊地方交付税等 ：地方特例交付金、地方交付税

＊使用料・手数料等：分担金及び負担金、使用料及び手数料

＊その他 ：財産収入、寄附金、諸収入

歳 入 平成 20 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

市税 54,711 54,912 56,083 55,572 56,226 57,167

譲与税・交付金等 4,692 4,672 5,145 7,440 6,591 7,282

地方交付税等 959 2,697 2,378 2,607 1,951 1,767

一般財源計 60,362 62,281 63,606 65,619 64,768 66,216

国・県支出金 14,091 21,671 22,809 22,276 23,466 25,050

使用料・手数料等 2,749 2,759 2,883 2,962 3,099 3,211

繰入金 1,011 469 749 645 427 946

内財政調整基金 0 0 0 308 368 892

繰越金 2,871 4,055 4,883 5,697 5,582 3,615

市債 12,372 11,224 14,961 8,493 10,619 11,696

その他 5,392 5,007 4,321 3,907 4,165 4,055

歳入合計 98,848 107,466 114,212 109,599 112,126 114,789
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２ 主な歳出の状況

(1)人件費
人件費は、議員等の報酬、特別職の給料等、一般職の給料、職員手当等、共

済費などで構成されている。

平成 29 年度決算額は約 188 億 1,500 万円（前年度比 0.6％増）であり、増加

要因は給料の増等によるものとなっている。なお、職員退職手当を除いて同様

に比較すると 0.8％の増加となっている。平成 20 年度決算額と比較すると約

15 億 3,200 万円、7.5％の減少となっている。

(2)扶助費
扶助費は、高齢者、児童、障害のある方への福祉サービスや生活保護等に支

出される各種扶助の経費で、歳出に占める割合が最も高い費目である。

平成 29 年度決算額は約 292 億 3,000 万円（前年度比 2.4％増）であり、増加

要因は少子高齢化に係る対応等によるものとなっている。平成 20 年度決算額

と比較すると約 133 億 8,500 万円、84.5％の増加となっている。年々増加傾向

にあり歳出規模拡大の主要因となっている。

(3)公債費
公債費は、借り入れた市債の元利償還金及び一時借入金の利子の合算額と

なっている。

平成 29 年度決算額は約 99 億 6,000 万円（前年度比 8.0％増）であり、増加

要因はウエスタ川越の施設整備などに係る市債の元金償還が始まったことや

臨時財政対策債の償還の増等によるものとなっている。平成 20 年度決算額と

比較すると約８億 4,400 万円、9.3％の増加となっている。

なお、これらの市債の償還の一部については、普通交付税基準財政需要額に

算入されている。
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◎ 義務的経費

人件費、扶助費及び公債費は義務的経費とされ、その支出が義務づけられた

硬直性の強い経費である。

平成 29 年度決算の当該経費は、約 580 億 500 万円（前年度比 2.7％増）で、

平成 20 年度の義務的経費と比較すると約 126 億 9,700 万円、28.0％の増加と

なっている。

少子化対策や高齢化の影響を受けた扶助費の増により、増加傾向にある。

(4)投資的経費
投資的経費は、施設整備費等のストックとして将来に残るものに支出される

経費で、事業の実施状況により年度ごとに大きく変化する。

菅間第二学校給食センターや新河岸駅駅舎及び自由通路整備などの大規模

建設事業等の影響が歳出規模に大きく影響している。

平成 29 年度決算額は約 138 億 6,400 万円で、前年度に比べて 12.0％の増加

となっている。

(5)物件費
物件費は、需用費、役務費、委託料などの消費的性質の経費である。

平成 29 年度決算額は約 172 億 7,400 万円（前年度比 1.9％増）で、平成 20

年度決算額と比較すると約 30 億 4,600 万円、21.4％の増加となっている。

(6)補助費等
補助費等は、各種団体に対する助成金や一部事務組合への負担金等で構成さ

れている。

平成 29 年度決算額は約 105 億 7,700 万円（前年度比 1.5％増）となっており、

平成 20 年度決算額と比較すると約４億 1,000 万円、3.7％の減少となっている。

(7)繰出金
繰出金は、繰出し基準等に基づき一般会計から他の特別会計など異なる会計

間において支出される経費である。

平成 29 年度決算額は約 77 億 2,000 万円であり、国民健康保険事業特別会計

等への繰出金が減少したことにより、前年度比で 19.0％減となっている。平成

20 年度決算額と比較すると、約 16 億 8,600 万円、27.9％の増加となっており、

歳出規模拡大の要因の一つとなっている。
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一般会計歳出決算（性質別）の推移（平成 20 年度、平成 25 年度～平成 29 年度）

（単位：百万円）

＊その他 ： 維持補修費、積立金、投資及び出資金、貸付金

３ 基金の状況

基金は、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を

運用するために設けられる資金又は財産とされている。

基金は、①積立基金：特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるた

めに設置されるもの、②定額運用基金：特定の目的のために定額の資金を運用す

るために設置されるもの、と大きく２つに分類することができる。

積立基金のうち、財政調整基金については、年度間の財源の不均衡を調整する

ための積立金として位置付けられている。本市の財政調整基金の平成 29 年度末

現在高は約 40 億 9,500 万円で、前年度末と比較すると約８億 9,000 万円の減と

なっている。今後は、税収の急激な落ち込みや災害等の不測の事態への備えとし

て、年度末の基金残高 50 億円以上を常に確保していく必要がある。

歳 出 平成 20 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

人件費 20,347 17,921 18,771 18,554 18,698 18,815

扶助費 15,845 24,163 25,927 26,891 28,543 29,230

公債費 9,116 10,127 9,581 8,787 9,223 9,960

義務的経費計 45,308 52,211 54,279 54,232 56,464 58,005

投資的経費 15,755 13,705 16,293 9,757 12,378 13,864

物件費 14,228 15,126 16,143 17,002 16,957 17,274

補助費等 10,987 9,627 10,357 11,761 10,419 10,577

繰出金 6,034 7,596 7,919 8,763 9,527 7,720

その他 3,761 4,318 3,524 2,502 2,766 2,328

歳出合計 96,073 102,583 108,515 104,017 108,511 109,768

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

その他 51 38 36 33 33 30 25 25 29 33

財政調整基金 15 7 22 36 34 50 56 53 50 41
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その他
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４ 市債残高の状況

大規模建設事業等に係る財源や、臨時財政対策債などに市債を発行している。

平成 29 年度末の一般会計市債残高は、約 1,031 億 7,100 万円（前年度比 2.5％

増）となり、平成 20 年度末の市債残高と比較すると約 220 億 5,500 万円、27.2％

の増加となっている。

近年、市債残高は増加傾向にあるが、後年度における公債費負担の圧縮を図る

ため、投資的経費の規模の適正化も含めて市債の活用を検討し、残高の漸減に努

める必要がある。

＊建設等事業債：道路など土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費等の財源として借入れた地方債

＊その他：臨時財政対策債を除く減税補てん債、減収補てん債など建設等事業債以外の地方債

５ 主要な財政指標の状況

(1)経常収支比率
経常収支比率は、当該団体の財政構造の弾力性を測定する比率として用いら

れている。また、一般的にはこの比率は都市にあっては 75％程度であることが

妥当とされ、80％を超えると、その団体は弾力性を失いつつあるとされている。

本市の平成 29 年度の経常収支比率は、過去最高となる 97.0％（前年度比 1.3

ポイント増）となっており、財政の硬直化が進んでいる。当面は、95％以下に

引き下げることを目標に、自主財源の確保や経常的支出の削減を進める必要が

ある。

※ 現時点で、平成 29 年度の中核市平均、県内市平均は非公表

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

その他 127 121 107 93 79 63 48 41 34 27

臨時財政対策債 212 236 270 293 315 336 353 361 363 361 

建設等事業債 472 537 516 504 494 512 575 581 609 644 

建設等

事業債

臨時財政

対策債

その他
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市債年度末残高の推移（一般会計）
（億円）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

川越市 91.5% 95.3% 92.2% 91.8% 93.2% 93.2% 94.2% 93.1% 95.7% 97.0%

中核市平均 90.7% 92.1% 89.5% 90.1% 90.6% 89.9% 90.4% 89.5% 91.9%

県内市平均 89.6% 90.5% 88.2% 90.1% 90.5% 90.7% 92.4% 91.4% 93.1%

川越市

中核市平均

県内市平均
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86.0%
88.0%
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92.0%
94.0%
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経常収支比率の推移（普通会計）
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(2)公債費負担比率
公債費負担比率は、公債費に充当した一般財源の一般財源総額に対する割合

を表す指標であり、公債費がどの程度一般財源の使途の自由度を制約している

かをみることにより、財政構造の弾力性を判断する比率として用いられている。

15％以上が警戒ライン、20％以上が危険ラインとされている。

本市の平成 29 年度の公債費負担比率は、13.4％（前年度比 1.0 ポイント増）

となっている。

※ 現時点で、平成 29 年度の中核市平均、県内市平均は非公表

(3)財政力指数
地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除

して得た数値の過去３ヵ年間の平均値で、地方公共団体の財政力を示す指数と

して用いられる。

なお、当該指数は大きいほど財源に余裕があるものとされており、単年度の

指数が「１」以上の場合は、原則として普通交付税は交付されない。

本市の平成 29 年度の財政力指数は、0.970（前年度比 0.005 ポイント増）と

なっている。

中核市平均や県内市平均と比較すると、地方交付税への依存度が低く、より

自立的な財政運営が行える財政力となっている。

※ 現時点で、平成 29 年度の中核市平均、県内市平均は非公表

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

川越市 12.4% 12.4% 12.7% 13.4% 14.3% 14.0% 12.8% 11.6% 12.4% 13.4%

中核市平均 17.6% 17.1% 16.8% 16.9% 16.6% 16.1% 15.8% 15.0% 15.0%

県内市平均 13.4% 13.3% 12.8% 13.2% 12.8% 12.7% 12.5% 11.9% 12.5%

川越市
中核市平均

県内市平均
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公債費負担比率の推移（普通会計）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

川越市 1.069 1.070 1.023 0.983 0.953 0.952 0.955 0.960 0.965 0.970 

中核市平均 0.84 0.83 0.80 0.77 0.76 0.76 0.76 0.78 0.79 

県内市平均 0.95 0.94 0.91 0.88 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 

川越市

中核市平均

県内市平均
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Ⅳ 財政見通し（平成 31 年度～平成 35 年度）

１ 推計方法

財政見通しの試算方法については、直近の平成 30 年度一般会計当初予算額を

ベースに試算することとするが、歳入歳出予算における特殊要因は後年度にでき

るだけ反映しないこととし、その詳細は「財政見通しの推計方法」による。

なお、財政見通しについては、予算をベースとしていることなどから、当該年

度のかい離額は次年度に影響を及ぼさないものとして策定している。

財政見通しの推計方法

【 歳 入 】

科 目 推 計 方 法

市税 税目毎の推計値を積み上げた。

個人市民税は、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」（全国集計）による

現金給与総額の見込みを踏まえるとともに、税制改正の影響を見込む。

平成 34 年度以降は、同水準での推移を見込む。

法人市民税は、財務省の「法人企業景気予測調査」（関東財務局管内）

の結果を踏まえるとともに、法人税割及び法人税の税率引き下げ分を見

込む。平成 34年度以降は、同水準での推移を見込む。

固定資産税は、評価替え等による変動を見込む。

他の税目は、実績や税制改正等を勘案して見込む。

地方譲与税 平成 31 年度から交付が予定される森林環境譲与税も含め、平成 30 年

度当初予算と同額を見込む。

利子割交付金 平成 30年度当初予算と同額を見込む。

配当割交付金 平成 30年度当初予算と同額を見込む。

株式等譲渡所得割交付金 平成 30年度当初予算と同額を見込む。

ゴルフ場利用税交付金 平成 30年度当初予算と同額を見込む。

地方消費税交付金 平成 30年度当初予算をベースに、平成 31年 10 月に予定される地方消

費税の税率改正及び交付金の経過措置を考慮のうえ積算する。

自動車取得税交付金 平成 30年度当初予算をベースに、平成 31年 10 月に予定される消費税

率改正時における廃止を見込む。

地方特例交付金 平成 30年度当初予算と同額を見込む。

地方交付税 普通交付税は平成 30年度の交付決定額を基準に、市税や消費税率等の

変動要因を加味する。特別交付税は平成 30 年度当初予算と同額を見込

む。

交通安全対策特別交付金 平成 30年度当初予算と同額を見込む。

分担金及び負担金 保育所運営費負担金は定員増による増額を見込む。その他は平成 30年

度当初予算と同額を見込む。
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【 歳 入 】（つづき）

科 目 推 計 方 法

使用料及び手数料 平成 30年度当初予算と同額を見込む。

国庫支出金 扶助費及び投資的経費に係る見込額は、歳出見込額と過去の決算にお

ける財源割合を基に試算した額を見込む。

扶助費及び投資的経費に係る見込額以外は、平成 30 年度当初予算を

ベースに見込む。

県支出金 扶助費及び投資的経費に係る見込額は、歳出見込額と過去の決算にお

ける財源割合を基に試算した額を見込む。

扶助費及び投資的経費に係る見込額以外は、平成 30 年度当初予算を

ベースに見込む。

財産収入 財産運用収入は、市有地の経常的な貸付収入のほか、川越駅西口市有

地の利活用に応じた収入を見込む。財産売払収入は見込まない。

寄附金 平成 30年度当初予算と同額を見込む。

繰入金 基金繰入金は、財政調整基金からの繰入金は見込まない。減債基金は

平成 33 年度から 35 年度での繰入を見込み、その他の積立基金からの繰

入金は平成 30年度当初予算と同額を見込む。

他会計繰入金については、平成 30年度当初予算と同額を見込む。

繰越金 当該財政見通しが予算ベースであることから、単年度の歳入・歳出の

かい離は、各年度において解消され、決算において例年と同様の剰余金

が発生することを前提として試算する。

当初予算編成における繰越金の依存度合いを減らすため、毎年１億円

ずつ逓減させる推計とする。

諸収入 経常分は、平成 30年度当初予算と同額を見込む。

投資分については、投資的経費の財源割合から試算した額を見込む。

市債 臨時財政対策債は、今後も制度が継続するものと仮定して、平成 30年

度実績を勘案し、普通交付税と連動した額を見込む。

投資的経費に係る見込額は、PFI 事業及び継続費事業は積み上げによ

り試算し、その他は過去の決算における投資的経費の財源割合から試算

した起債額を見込む。
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【 歳 出 】

※ 平成 30 年度財政見通しの留意点

平成 31 年 10 月に予定されている消費税率の改正については考慮したが、それとともに導入が

見込まれる軽減税率や幼児教育の無償化、「社会保障と税の一体改革」に係る社会保障制度の改正

については未確定であり、その影響が不透明なことから、これらの適用はないものとして試算し

ている。

科 目 推 計 方 法

人件費 平成 30年度当初予算をベースに見込む。

給料等については、平成 30 年度の職員数を用いて試算した。平成 31

年度は過去の給与水準の推移を考慮して試算し、平成 32年度以降は同水

準での推移を見込む。

退職手当については、定年退職者数の見込みに基づいて試算。勧奨・

普通退職者数については、平成 30 年度当初予算をベースに見込む。

報酬その他については、平成 30 年度当初予算と同額を見込む。

扶助費 平成 30年度当初予算をベースに、過去の平均増加額を参考に見込む。

公債費 既借入分(～H29)については償還計画に基づく額、一時借入金利子につ

いては平成 30年度当初予算と同額を見込む。

臨時財政対策債は、平成 30年度以降の借入分を一定の条件(年利３％、

20 年償還・据置２年)に基づき試算した額を見込む。

臨時財政対策債以外は、平成 30年度以降の投資的事業分に係る市債借

入額を一定条件(年利３％、15年償還・据置２年)に基づき試算した額を

見込む。

物件費 平成 30 年度当初予算をベースに消費税等の税率引き上げの影響を加

味する。

維持補修費 平成 30 年度当初予算をベースに３％の伸びと消費税等の税率引き上

げの影響を加味する。

補助費等 平成 30年度当初予算と同額を見込む。

投資的経費 平成 25 年度から平成 29 年度まで 5年間の決算を踏まえ、投資的経費

に充当する一般財源を 24 億円と見込み、過去の決算における投資的経費

の財源割合により試算した額を見込む。ただし、継続費等は予算措置状

況を反映する。

積立金 庁舎建設基金、公共施設マネジメント基金、職員退職手当基金及び減

債基金については、それぞれ一定の元金の積立てを見込む。その他は平

成 30年度当初予算と同額を見込む。

投資及び出資金 該当する予算がないため見込まない。

貸付金 平成 30年度当初予算と同額を見込む。

繰出金 特別会計繰出金は、増加傾向にあるものは過去の平均増加額を参考に

見込む。（ただし、国民健康保険事業特別会計については、川越市国民健

康保険赤字解消・削減計画を反映する。）

後期高齢者広域連合負担金は、過去の平均増加額を参考に見込む。

消防組合負担金については、職員人件費（退職手当基金運用も見込む）

を試算する以外は平成 30 年度当初予算と同額を見込む。

予備費 平成 30年度当初予算と同額を見込む。
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２ 財政見通し

※ 端数処理により、歳入合計と歳出合計の差引が歳入・歳出かい離額と一致しない場合がある。

一般会計歳入・歳出の財政見通し (平成 31 年度～平成 35 年度）

(単位：百万円)

歳 入
平成 30 年度
（当初予算）

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度

市税 56,606 57,266 57,034 55,927 56,179 56,383

譲与税・交付金等 7,858 7,704 8,997 9,359 9,359 9,359

地方交付税等 1,522 1,626 1,435 1,731 1,866 1,983

一般財源計 65,986 66,596 67,466 67,017 67,404 67,725

国・県支出金 23,951 24,527 24,831 25,259 25,685 26,113

使用料及び手数料等 3,357 3,413 3,513 3,513 3,513 3,513

繰入金 3,765 65 65 265 465 365

繰越金 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300

市債 10,919 9,437 8,424 8,746 9,027 9,269

その他 3,702 3,533 3,533 3,534 3,534 3,533

歳入合計 113,480 109,271 109,432 109,834 111,028 111,818

（単位：百万円）

歳 出
平成 30 年度
（当初予算）

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度

人件費 21,314 21,492 21,582 21,353 21,532 21,790

扶助費 29,914 30,565 31,661 32,757 33,303 33,849

公債費 10,274 10,760 11,194 11,934 12,225 12,230

義務的経費計 61,502 62,817 64,437 66,044 67,060 67,869

投資的経費 13,702 11,949 10,907 10,311 10,311 10,311

物件費 16,350 16,501 16,652 16,652 16,652 16,652

補助費等 5,699 5,699 5,699 5,699 5,699 5,699

繰出金 14,411 14,502 14,947 15,180 15,544 15,846

その他 1,816 2,407 2,353 2,395 2,227 2,103

歳出合計 113,480 113,875 114,995 116,281 117,493 118,480

平成 30 年度
（当初予算）

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度

歳入・歳出かい離額 0 ▲ 4,604 ▲ 5,563 ▲ 6,447 ▲ 6,464 ▲ 6,661

公債費負担比率推計 13.4 14.6 15.1 16.1 16.3 16.2

義務的経費比率推計 54.2 55.2 56.0 56.8 57.1 57.3
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※ 平成 30 年度は当初予算、平成 31 年度以降は試算額。

※ 歳入歳出とも、今後、何も対策を講じない場合を想定して試算。

＊譲与税・交付金等 ： 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、

ゴルフ場利用税交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、

交通安全対策特別交付金

＊地方交付税等 ： 地方特例交付金、地方交付税

＊使用料及び手数料等 ： 分担金及び負担金、使用料及び手数料

＊歳入・その他 ： 財産収入、寄附金、諸収入

＊歳出・その他 ： 維持補修費、積立金、投資及び出資金、貸付金、予備費

３ 財政見通しの概要と課題

(1)歳入見通しについて
歳入のうち地方消費税交付金については、税率引上げによる増加を見込むが、

歳入の根幹をなす市税は、景気の回復基調はあるものの、法人市民税の税率引

下げや固定資産税の評価替え等の要因から減少傾向で推移するものと試算し

ている。このため、一般財源の大幅な増加は見込めない。

国・県支出金は、扶助費の増加や投資的経費に係る事業の実施状況に応じて

概ね増加傾向で推移するものと試算している。

このようなことから、歳入全体としては、微増傾向で推移するものと見込ん

でいる。

(2)歳出の見通しについて
歳出のうち義務的経費の人件費は、職員退職手当が退職者の増減により変動

するものの、直近の給与水準の状況を踏まえ、微増傾向で推移するものと試算

している。

扶助費は、少子高齢化に係る対応等により、引き続き増加傾向で推移するも

のと試算している。

公債費は、菅間第二学校給食センターや新河岸駅周辺地区の整備に係る市債

の本格的な償還が開始されることから、増加傾向で推移するものと試算してい

る。

このことにより、義務的経費全体では増加傾向で推移するものと見込まれる。

繰出金は、高齢化の進展などにより一般会計から介護保険事業特別会計等へ

の繰出金が増加傾向で推移するものと試算している。

以上のことから、歳出全体としては、歳入同様、増加傾向で推移するものと

見込んでいるが、毎年の増加額は歳入を上回るものと推計している。

(3)市債残高の見通しについて
市債の年度末残高は、当該年度の市債の「借入額」が「元金償還金」を上回

る場合に増加することとなる。

今回の財政見通しにおける投資的経費の状況等から試算される市債の借入

額及び公債費のうち市債の元金償還額によると、市債残高は平成 35 年度末に

は約 994 億 8,400 万円と試算している。
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市債残高等の見通し
（単位：百万円）

※ 平成 30 年度の借入額は、当初予算額に平成 29 年度繰越事業分及び補正予算分を加算して
算出した。

(4)財政見通しの課題
今後の本市の財政見通しにおいては、各年度において、歳出に対する歳入の

不足が見込まれる。その額は年々増加し、平成 35 年度は約 66 億 6,100 万円に

なると試算している。これは予算ベースの試算であることから、各年度の決算

において剰余金が見込まれるものの、平成 32 年度以降の歳入・歳出かい離額

は、平成 29 年度の実質収支額約 47 億 9,500 万円を上回る不足額を見込んでい

る。

昨今の経済状況や社会情勢は著しく変化していることから、それらの財政運

営に及ぼす影響等にも柔軟に対応しながら、時代の変化に伴う新たな行政需要

にも的確に対応する必要がある。

したがって、上述したように一般財源の大幅な増加が見込めない中において

も、市政運営を停滞させることなく適切に対応しなければならないことから、

財政調整基金等の不測の事態に対応できる財源の確保にも努めることが重要

である。

また、後年度の公債費の増加が見込まれており、公債費負担比率の推計では、

平成 32 年度以降、「警戒ライン」とされる 15％を超えることが見込まれる。公

債費の増加は、扶助費等と併せて義務的経費の増加につながり、財政構造硬直

化の要因になることから、市債の活用についても慎重な対応が求められる。

なお、本市の人口は現在増加傾向にあるものの、第四次川越市総合計画の人

口推計によれば、今後、総人口の減少に加え、年少人口及び生産年齢人口の減

少が見込まれていることから、こうした人口動態の影響を注視していくことも

必要である。

これらのことから、今後、新たな行政需要に的確に対応するためには、①財

政構造の弾力性を確保すること、②財政運営の安定性・継続性を確保すること

により、健全で持続可能な財政運営に取り組む必要がある。

区分 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

借入額 12,420 9,436 8,424 8,746 9,027 9,269

元金償還金 9,294 9,785 10,021 10,595 10,730 10,584

市債残高 106,296 105,948 104,350 102,502 100,799 99,484

公債費負担比率 13.4% 14.6% 15.1% 16.1% 16.3% 16.2%



- 15 -

Ⅴ 財政見通しの課題等に係る対応策

財政見通しの課題で示した「財政構造の弾力性の確保」と「財政運営の安定性・

継続性の確保」の２つの視点により、現状で考えられる対応策及びその取組みは次

のとおりである。

１ 財政構造の弾力性の確保

財政構造の弾力性を示す経常収支比率について、段階的な低減を図ること。

(1)自主財源の確保
① 市税収入の確保

歳入の根幹である市税は課税客体の適切な把握に努めるとともに、企業の

誘致や商工業の発展、活性化を支援することなどにより、長期的な税収の確

保に努める。

② 市税等徴収金の収入率の向上

決算における市税及び使用料等の収入未済額については、これまでの徴収

対策等により減少傾向で推移している。負担の公平性の観点から、徴収対策

や徴収が困難な債権の適切な管理を引き続き推進し、収入率の向上を図る。

m 平成 30 年度の新たな取組み

債権管理条例の制定（予定）

③ 受益者負担（分担金及び負担金、使用料及び手数料等）の適正化

受益者負担については、市民負担の適正化の観点などから、受益者負担の

原則に基づき、減免制度の見直しや料金体系の定期的な検証を行う。

④ 新たな財源の確保

市が管理している公有財産の有効活用のほか、広告料収入等、引き続き新

たな財源の掘り起しに努める。

m 平成 30 年度の新たな取組み

来訪などにより、ふるさと納税をした方と継続的なつながりを持てるよ

う、ふるさと納税に体験型返礼品を導入

(2)経常的経費の縮減
① 人件費及び扶助費の見直し

民間委託等推進計画の着実な推進等による適切な定員管理に努めるとと

もに、職員手当等の見直しを図る。（業務の委託化、ICT の活用などによる効

率化、時間外勤務の縮減など）

また、扶助費のうち、市単独事業や国や県の水準を上回って実施している

事業については、他市の状況等も勘案し、事業内容の見直しを図る。

② ランニングコストの縮減

施設管理経費のうち多くを委託料が占めるが、再度業務内容等の見直しを

図るとともに、契約額の決定にあたっては入札や見積り合せなどにより契約

額の圧縮に努める。

また、施設の統廃合、運営方法の見直しなどにより施設管理経費の縮減を
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図るとともに、民間活力・ボランティアの積極的な活用などにより、経費全

般について削減に努める。

③ 事務事業の見直し

最少の経費で最大の効果を発揮し、さらには新たな市民ニーズに対応する

ため、既存の事務事業について、事業の目的や具体的な効果などを改めて検

証し、真に必要な事業に対して限られた行政資源の配分に努める。

④ 補助金等の整理合理化

補助金等については、補助制度等の公益性や有効性を再検証することで交

付目的を明確化し、廃止または統合、交付率及び交付額の縮減、交付期間に

終期を設定するなどの見直しを図る。

特に、市単独補助金並びに国・県制度の金額の上乗せ及び対象の拡大等を

行っているものについては、効果等を再度検証し、その縮減に努める。

(3)特別会計等の自立性の促進
① 特別会計の独立採算化

特別会計については、「独立採算」または「特定の収入による事業の実施」

の原則を踏まえ、国等の示す繰出し基準内での運営が可能となるような経営

に努める。

特に、国民健康保険事業特別会計については、平成 30 年 4 月 1 日の制度

改正に伴い、赤字解消・削減計画を策定したことから、同計画に基づき、財

政健全化を進め、一般会計からの法定外繰出金の縮減に努める。

② 外郭団体の自立化

外郭団体については、自主財源の確保などにより経営の健全化に努め、自

立性の高い財政運営に努める。

２ 財政運営の安定性・継続性の確保

(1)基金の適正な運用
① 財政調整基金年度末残高 50 億円以上の確保

財政調整基金は、税収の急激な落ち込みや災害等の不測の事態への備えと

して、年度末において 50 億円以上を常に確保できるよう努める。

近年の予算編成では、毎年、財政調整基金からの繰入を行っているが、財

政調整基金に頼らない予算編成に努める必要がある。

② 積立基金の活用

積立基金の設置目的を踏まえた積立金の有効活用を図る。

基金の活用については、基金積立計画等を策定し、必要とする基金の額、

期間等を明確にし、計画的かつ着実に積立てるように努める。

また、基金の保管に当たっては、安全性に配慮しつつ、より効果的な運用

に努める。

m 平成 30 年度の新たな取組み

基金に属する現金の一括運用に向けた検討
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(2)計画的な施設整備事業の実施
施設整備事業の実施に当たっては、国庫支出金・県支出金の確保に努めると

ともに、事業の効果や整備期間等について十分に検証し、計画的な整備に努め

る。

事業の目的や効果を損なわない範囲での施設規模・設備内容の見直しを図り、

経費の圧縮に努めるとともに、施設整備後の維持管理費用や補修経費について

も勘案し、ランニングコストを圧縮することができる施設整備に努める。

また、既存の個々の施設について市有財産全体の中での位置付けを明確にし、

長期的な展望に立って、施設の統廃合や再利用、転用、長寿命化などにより現

有資源の有効活用に努める。

(3)市債活用の適正化
市債は、都市基盤を整備するための財源として、また、世代間の負担の公平

性や年度間の財政負担の平準化を図るため、有効に活用する必要がある。

一方で、過度の市債の活用は、後年度に過重な負担を強いることになるので、

事業の選択、実施時期の精査、償還計画や普通交付税基準財政需要額への算入

状況、残高見込み等も勘案しながらより慎重に活用するようにし、後年度の公

債費の増大の抑制に努める。

(4)市有財産の適正な管理・運用
「川越市公有地利活用計画」等を踏まえ、現在所有している土地・建物等を

有効活用するとともに、公共的利用の見込めない土地等については、売り払う

など財産の利活用を図る。なお、未利用地の処分については、一時的な売却収

益が見込めるだけではなく、固定資産税等の市税収入の確保が図られるととも

に資産管理に係る経費の削減が見込めるため、積極的かつ計画的な対応に努め

る。


